
厚生労働省 web サイトで配布されているチラシ 

「雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします」 
の変遷の経過 

資料作成：共通番号いらないネット WebEngine (NT) 2018.4.24 

 

 

以下のページでは、現時点（2018.4.24）までに更新されたため、現在は厚生労働省

Web サイト上ではアクセスできないチラシの PDF を、そのまま収録しました。 

 

1）最初のものと思われるバージョン（プロパティの更新日付は 2018 年 3 月 12 日） 

2）2018 年 3 月 28 日更新バージョン 

3）2018 年 04 月 02 日更新バージョン 

4）2018 年 04 月 11 日更新バージョン 

参考）2018 年 4 月 23 日更新バージョン（本文ではふれていません） 

＊4.24 現在の公開バージョン。ファイル名は 20180420hoken_1.pdf だった。 

   

○チラシの URL について 

厚生労働省は、チラシの更新のたびに URL を変えているようです。この記事作成の時点

の、最新 URL は以下の通りでした。 

 
 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/20180420hoken_1.pdf 

 

上記 URL でアクセスできない場合は、 

厚生労働省 雇用保険制度のページ 

 
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/ 

 

にある「トピックス」欄で、最新の「更新」通知を探してください。 

 

 

 



１） 最初のものと思われるバージョン 

（プロパティの更新日付は 2018 年 3 月 12 日） 

 

雇用保険手続を行う皆様へ 

雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします 

平成 30 年 5 月以降、マイナンバーの記載が必要な届出等 (※) について 

マイナンバーの記載がない場合には補正のため返戻する場合があります 

 

 

 



雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

雇用保険手続を行う皆様へ

LL300312保01

平成30年5月以降、マイナンバーの記載が必要な届出等（※）について
マイナンバーの記載がない場合には補正のため返戻する場合があります

※ マイナンバーの記載が必要な届出等は以下のとおりです。

① 雇用保険被保険者資格取得届
② 雇用保険被保険者資格喪失届
③ 高年齢雇用継続給付支給申請
④ 育児休業給付支給申請
⑤ 介護休業給付支給申請

①②⑤の届出等の際には、届出等にマイナンバーの記載を
お願いします。

③④の高年齢継続給付、育児休業給付の初回申請時には申
請書にマイナンバーの記載をお願いします。平成28年1月以
降に初回申請を行った際にマイナンバーの届出を行っていな
い場合は、２回目以降の申請時等の機会を捉え、個人番号登
録・変更届をあわせてお持ちください。

これらの届出等については、５月以降、必要なマイナン
バーの記載がない場合には、補正のため届出等を返戻します。

マイナンバーの届出は雇用保険の各種申請・届出を行う際に課された義務であり、必
要なマイナンバーを記載しないことは法令違反に当たります。
マイナンバーの届出がない場合には、社会保険又はその他の制度の運用上支障をきた

すこととなりますので、必ず提出するようお願いします。



2）2018 年 3 月 28 日更新バージョン 

 

雇用保険手続を行う皆様へ 

雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします 

平成 30 年 5 月以降、マイナンバーの記載が必要な届出等(※) 

にマイナンバーの記載がない場合には、返戻しますので、記載の 

上、再提出をお願いします。 

 

 

 



雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします 

  厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク 

雇用保険手続を行う皆様へ 

LL300312保01 

 平成30年5月以降、マイナンバーの記載が必要な届出等（※）
にマイナンバーの記載がない場合には、返戻しますので、記載の
上、再提出をお願いします。 

※ マイナンバーの記載が必要な届出等は以下のとおりです。 
 

 ① 雇用保険被保険者資格取得届 

 ② 雇用保険被保険者資格喪失届 

 ③ 高年齢雇用継続給付支給申請 

 ④ 育児休業給付支給申請 

 ⑤ 介護休業給付支給申請 
 
 
 ①～⑤の届出等（③④は初回の申請）の際には、届出等に必ずマイナン

バーの記載をお願いします。 

  

 ③④のうち平成28年1月以後に初回申請を行った際にマイナンバーの届

出を行っていない場合は、２回目以降の申請時等の機会を捉え、個人番号

登録・変更届をあわせてお持ちください。   

 マイナンバーは雇用保険の各種申請・届出を行う際の様式において記載が必要な事項
として厚生労働省令で定められたものです。記載がない場合はこれに反することになり
ます。 



3）2018 年 04 月 02 日更新バージョン 

 

事業主の皆様へ 

雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします 

平成 30 年 5 月以降、マイナンバーが必要な届出等(※)に 

マイナンバーの記載・添付がない場合には、返戻しますので、 

記載・添付の上、再提出をお願いします。 

 

 



雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします 

  厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク 

事業主の皆様へ 

LL300312保01 

 平成30年5月以降、マイナンバーが必要な届出等（※）に 
マイナンバーの記載・添付がない場合には、返戻しますので、 
記載・添付の上、再提出をお願いします。 

※ マイナンバーが必要な届出等は以下のとおりです。 

 

 ◆マイナンバーの記載が必要な届出等 

  ① 雇用保険被保険者資格取得届 

  ② 雇用保険被保険者資格喪失届 

  ③ 高年齢雇用継続給付支給申請（初回） 

  ④ 育児休業給付支給申請（初回） 

  ⑤ 介護休業給付支給申請 

  

 ◆個人番号登録・変更届の添付が必要な届出等 

 （ハローワークにマイナンバーが未届の者に係る届出等である場合） 

  ⑥ 雇用保険被保険者転勤届 

  ⑦ 雇用継続交流採用終了届 

  ⑧ 高年齢雇用継続給付支給申請（２回目以降） 

  ⑨ 育児休業給付支給申請（２回目以降） 

 マイナンバーは雇用保険の各種申請・届出を行う際の様式において記載が必要な事項と
して厚生労働省令で定められたものです。記載がない場合はこれに反することになります。 
 届出等に当たり、ご不明な点、お困りの点等ございましたら、ハローワークにご相談く
ださい。 

◆既にハローワークにマイナンバーを届け出ている場合について◆ 
・個人番号記載欄がある届出等（上記①～⑤）については、届出等の都度、マイナンバーを記載いただくこととしておりますが、当該届出等に係
る従業員について、既にその他の届出等の際にマイナンバーを届け出ている場合には、各届出等の欄外等に「マイナンバー届出済」と記載いただ
き、マイナンバーの記載を省略することが可能です。 
 なお、「マイナンバ－届出済」の記載がなされている場合であっても、実際には届出がなされていない場合は返戻いたしますので、マイナン
バーの届出をお願いします。 
 

・個人番号記載欄がない届出等（上記⑥～⑨）については「マイナンバー届出済」の記載は不要ですが、届出等に係る者のマイナンバーが未届の
場合には返戻いたしますので、個人番号登録・変更届を添付して提出してください。  
 

☞ 電子申請により届出等をされる場合には、各届出等の備考欄（資格喪失届は備考欄がないため、社会保険労務士欄の直下のスペース）に 
 「マイナンバー届出済」の記載をお願いします。 

◆個人番号登録・変更届により別途の登録を行う場合について◆ 

・個人番号記載欄がある届出等（上記①～⑤）については、届出等の都度、マイナンバーを記載いただくこととしておりますが、事業所のシステ
ムの都合等により、これによることが難しい場合には、当該届出等とあわせ、又は事前に個人番号登録・変更届によりマイナンバーの登録を行う
ことが可能です。この場合も各届出等の欄外等に「マイナンバー届出済」と記載いただくようお願いします。 
 

・個人番号記載欄がない届出等（上記⑥～⑨）についても、届出等の機会を待たず、事前に個人番号登録・変更届によりマイナンバーの登録を行
うことが可能です。この場合、届出等に「マイナンバー届出済」の記載は不要ですが、届出等に係る者のマイナンバーが未届の場合には返戻いた
しますので、個人番号登録・変更届を添付して提出してください。 
 

☞ 新規に被保険者資格を取得する者については被保険者番号が振り出されていないため、資格取得届の提出に先立って個人番号登録・変更届に 
 よる届出を行うことができません。このような場合等、個人番号登録・変更届の提出が各種届出後になる事情がある場合には、ハローワークに 
 ご相談ください。 



4）2018 年 04 月 11 日更新バージョン 

 

事業主の皆様へ 

雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします 

平成 30 年 5 月以降、マイナンバーが必要な届出等(※)にマイナンバーの記載・添 

付がない場合には、返戻しますので、記載・添付の上、再提出をお願いします。 

 

 



雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします 

  厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク 

事業主の皆様へ 

LL300312保01 

 平成30年5月以降、マイナンバーが必要な届出等（※）にマイナンバーの記載・添
付がない場合には、返戻しますので、記載・添付の上、再提出をお願いします。 

※ マイナンバーが必要な届出等は以下のとおりです。  
 ◆マイナンバーの記載が必要な届出等 

  ① 雇用保険被保険者資格取得届 

  ② 雇用保険被保険者資格喪失届 

  ③ 高年齢雇用継続給付支給申請（初回） 

  ④ 育児休業給付支給申請（初回） 

  ⑤ 介護休業給付支給申請 

 
 
  ◆個人番号登録・変更届の添付が必要な届出等 
  （ハローワークにマイナンバーが未届の者に係る届出等である場合） 

  ⑥ 雇用保険被保険者転勤届 

  ⑦ 雇用継続交流採用終了届 

  ⑧ 高年齢雇用継続給付支給申請（２回目以降） 

  ⑨ 育児休業給付支給申請（２回目以降） 

 マイナンバーは雇用保険の各種申請・届出を行う際の様式において記載が必要な事項として厚
生労働省令で定められたものです。記載がない場合はこれに反することになります。 
 届出等に当たり、お困りの点やご不明な点がございましたら、ハローワークにご相談ください。 

◆既にハローワークにマイナンバーを届け出ている場合について◆ 
・個人番号記載欄がある届出等（上記①～⑤）については、届出等の都度、マイナンバーを記載いただくこととしておりますが、当該届出等に係
る従業員について、既にその他の届出等の際にマイナンバーを届け出ている場合には、各届出等の欄外等に「マイナンバー届出済」と記載いただ
いた上で、マイナンバーの記載を省略することが可能です。 
 なお、「マイナンバ－届出済」の記載がなされている場合であっても、実際には届出がなされていない場合は返戻いたしますので、マイナン
バーの届出をお願いします。 
 

・個人番号記載欄がない届出等（上記⑥～⑨）については「マイナンバー届出済」の記載は不要ですが、届出等に係る者のマイナンバーが未届の
場合には返戻いたしますので、個人番号登録・変更届を添付して提出してください。  
 

☞ 電子申請により届出等をされる場合には、各届出等の備考欄（資格喪失届は備考欄がないため、社会保険労務士欄の直下のスペース）に 
 「マイナンバー届出済」の記載をお願いします。 

◆個人番号登録・変更届により別途の登録を行う場合について◆ 

・個人番号記載欄がある届出等（上記①～⑤）については、届出等の都度、マイナンバーを記載いただくこととしておりますが、事業所のシステ
ムの都合等により、これによることが難しい場合には、当該届出等とあわせ、又は事前に個人番号登録・変更届によりマイナンバーの登録を行う
ことが可能です。この場合も各届出等の欄外等に「マイナンバー届出済」と記載いただくようお願いします。 
 

・個人番号記載欄がない届出等（上記⑥～⑨）についても、届出等の機会を待たず、事前に個人番号登録・変更届によりマイナンバーの登録を行
うことが可能です。この場合、届出等に「マイナンバー届出済」の記載は不要ですが、届出等に係る者のマイナンバーが未届の場合には返戻いた
しますので、個人番号登録・変更届を添付して提出してください。 
 

☞ 新規に被保険者資格を取得する者については被保険者番号が振り出されていないため、資格取得届の提出に先立って個人番号登録・変更届に 
 よる届出を行うことができません。このような場合等、個人番号登録・変更届の提出が各種届出後になる事情がある場合には、ハローワークに 
 ご相談ください。 

本人からマイナンバーの提供を拒否された場合の取扱いについて 

 雇用保険手続の届出に当たって個人番号を記載することは、事業主においては法令で定められた義務であることをご理解いただいた上で、従
業員に個人番号の提供を求めていただくこととなりますが、仮にマイナンバーの提供を拒否された場合には、その旨を申し出ていただいた上で
受理することとしており、個人番号の記載がないことをもって、ハローワークが雇用保険手続の届出を受理しないということはありません。 
 なお、電子申請による届出等の場合は各届出等の備考欄（資格喪失届は備考欄がないため、社会保険労務士欄の直下のスペース）に「本人事
由によりマイナンバー届出不可」の記載をお願いします。 
 



参考）2018 年 4 月 23 日更新バージョン 

 

事業主の皆様へ 

雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします 

平成 30 年 5 月以降、マイナンバーが必要な届出等(※)にマイナンバーの記載・添 

付がない場合には、返戻しますので、記載・添付の上、再提出をお願いします。 

 
 
 



雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします 

  厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク 

事業主の皆様へ 

LL300420保01 

 平成30年5月以降、マイナンバーが必要な届出等（※）にマイナンバーの記載・添
付がない場合には、返戻しますので、記載・添付の上、再提出をお願いします。 

※ マイナンバーが必要な届出等は以下のとおりです。  
 ◆マイナンバーの記載が必要な届出等 

  ① 雇用保険被保険者資格取得届（様式第２号） 

  ② 雇用保険被保険者資格喪失届（様式第４号） 

  ③ 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・（初回）高年齢雇用継続給付支給申請書（様式第33号の３）    

  ④ 育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業給付金支給申請書（様式第33号の５）   

  ⑤ 介護休業給付支給申請書（様式第33号の６） 
    
  ◆個人番号登録・変更届の添付が必要な届出等 
  （ハローワークにマイナンバーが未届の者に係る届出等である場合） 

  ⑥ 雇用継続交流採用終了届（様式第９号の２） 

  ⑦ 雇用保険被保険者転勤届（様式第10号） 

  ⑧ 高年齢雇用継続給付支給申請書（様式第33号の３の２） 

  ⑨ 育児休業給付金支給申請書（様式第33号の５の２） 

 マイナンバーは雇用保険の各種申請・届出を行う際の様式において記載が必要な事項として厚
生労働省令で定められたものです。記載がない場合はこれに反することになります。 
 届出等に当たり、お困りの点やご不明な点がございましたら、ハローワークにご相談ください。 

◆既にハローワークにマイナンバーを届け出ている場合について◆ 
・個人番号記載欄がある届出等については、届出等の都度、マイナンバーを記載いただくこととしておりますが、当該届出等に係る従業員につい
て、既にその他の届出等の際にマイナンバーを届け出ている場合には、各届出等の欄外等に「マイナンバー届出済」と記載いただいた上で、マイ
ナンバーの記載を省略することが可能です（事業所における最初の被保険者関係届出となる雇用保険被保険者資格取得届を除く）。 
 なお、「マイナンバ－届出済」の記載がなされている場合であっても、実際には届出がなされていない場合は返戻いたしますので、マイナン
バーの届出をお願いします。 
 

・個人番号記載欄がない届出等（上記⑥～⑨）については「マイナンバー届出済」の記載は不要ですが、届出等に係る者のマイナンバーが未届の
場合には返戻いたしますので、個人番号登録・変更届を添付して提出してください。  
 

☞ 電子申請により届出等をされる場合には、各届出等の備考欄（資格喪失届は備考欄がないため、社会保険労務士欄の直下のスペース）に 
 「マイナンバー届出済」の記載をお願いします。 

◆個人番号登録・変更届により別途の登録を行う場合について◆ 
・個人番号記載欄がある届出等（上記①～⑤）については、届出等の都度、マイナンバーを記載いただくこととしておりますが、事業所のシステ
ムの都合等により、これによることが難しい場合には、当該届出等とあわせ、又は事前に個人番号登録・変更届によりマイナンバーの登録を行う
ことが可能です。この場合も各届出等の欄外等に「マイナンバー届出済」と記載いただくようお願いします。 
 

・個人番号記載欄がない届出等（上記⑥～⑨）についても、届出等の機会を待たず、事前に個人番号登録・変更届によりマイナンバーの登録を行
うことが可能です。この場合、届出等に「マイナンバー届出済」の記載は不要ですが、届出等に係る者のマイナンバーが未届の場合には返戻いた
しますので、個人番号登録・変更届を添付して提出してください。 
 

☞ 新規に被保険者資格を取得する者については被保険者番号が振り出されていないため、資格取得届の提出に先立って個人番号登録・変更届に 
 よる届出を行うことができません。このように、個人番号登録・変更届の提出が、各種届出等の後になる事情がある場合には、各種届出等の欄 
 外等に「マイナンバー別途届出（平成○年○月○日頃）」と記載してください（電子申請により届出等をされる場合には、各届出等の備考欄 
 （資格喪失届は備考欄がないため、社会保険労務士欄の直下のスペース）に記載をお願いします）。 
 

本人からマイナンバーの提供を拒否された場合の取扱いについて 

 雇用保険手続の届出に当たって個人番号を記載することは、事業主においては法令で定められた義務であることをご理解いただいた上で、従
業員に個人番号の提供を求めていただくこととなりますが、仮にマイナンバーの提供を拒否された場合には、その旨を申し出ていただいた上で
受理することとしており、個人番号の記載がないことをもって、ハローワークが雇用保険手続の届出を受理しないということはありません。 
 なお、電子申請による届出等の場合は各届出等の備考欄（資格喪失届は備考欄がないため、社会保険労務士欄の直下のスペース）に「本人事
由によりマイナンバー届出不可」の記載をお願いします。 
 




